
令 和 ２年 ４月 ３０日 
国際課学術交流係  

 
令和 3 年度 外国人特別研究員及び外国人招へい研究者の募集について 

 
標記事業に応募なさる先生方におかれましては、以下をよくお読みいただき、必ず学

内提出期限（※）までに電子申請システム上で提出いただきますよう、お願いいたします。

※各事業の学内提出期限は、国際課ウェブサイトでご確認ください。  
http://kokusai.office.uec.ac.jp/jsps_etc/jsps.html（学内からのみ閲覧可能） 
https://www-kokusai.jsps.go.jp/jsps1/shinsei/index.html（国際交流事業電子申請システム）  

 
１． JSPS 国際事業用 ID、PW をご確認ください。科研費への応募の際に使用する ID と

は異なっておりますので、ID をお持ちでない、他大学から転任して所属が前任のま

ま、失念された等の場合は国際課学術交流係（kokusai-k@office.uec.ac.jp）までご連

絡ください。 

また、受入研究者（申請者）は原則として常勤の研究者となっておりますので、常勤以

外の方はまず学術交流係までご相談ください。なお、科研費の応募資格は必須です

ので、本学での科研費応募資格がない方についてはご相談いただいてもご希望には

沿えません。 

 

２． 申請書作成にあたっては、募集要項のみならず必ず「申請書作成・記入要領」をよくお

読みください。以下の URL よりご覧いただけます。 

＜外国人特別研究員・一般/欧米短期＞ 
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/data/2021/2021_instructions_j.pdf 
＜外国人招へい研究者・長期/短期＞ 
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2021boshu/data/2021_instruction_j.pdf 

 
３． 申請書類を電子申請システム上でご提出ください 申請書類を必ず学内提出期限まで

に電子申請システム上で提出し、電子申請システムで申請書を提出した旨、国際課

学術交流係（kokusai-k@office.uec.ac.jp）にメールで連絡してください。 
また、提出前に以下についてチェックをお願いします。パスポートの表記についてはメ

ールに PDF を添付いただいた場合はこちらでもチェックします。 
 
◆外国人特別研究員 

□ 申請者（受入研究者）及び候補者（招へいする外国人研究者）が募集要項記載

の申請資格・要件を満たしている  
□ 「様式 1」の候補者（招へいする外国人研究者）氏名及び国籍、生年月日はパ

スポートの表記と同様に正しく記載されている 



□ 「FORM2」は該当する年度（2021）の指定様式を使用している  
□  「FORM2」に候補者（招へいする外国人研究者）のサインがある  
□ 「様式１」の 1 ページ目と「FORM2」の 1 ページ目の内容が一致している  
□ 「様式１」、「FORM2」の推薦者氏名が「推薦書」の氏名と一致している  
□ 「推薦書」に推薦者のサインがある  
 
◆外国人招へい研究者 
□ 申請者（受入研究者）及び候補者（招へいする外国人研究者）が募集要項記載

の申請資格・要件を満たしている  
□ 「様式 L-1」「様式 S-1」の候補者（招へいする外国人研究者）氏名及び国籍、

生年月日はパスポートの表記と同様に正しく記載されている  
□ 「様式 L-2」「様式 L-3」「様式 S-2」「様式 S-3」は該当する年度（2021）の

指定様式を使用している 
 

４． 外国人特別研究員について以下の点にご注意ください 
候補者の博士論文指導者等（受入研究者以外の者）からの推薦書 
・ 推薦書の宛名は受入研究者（申請者）または日本学術振興会理事長宛てとしてく

ださい。 
・ 候補者及び推薦者の署名は自署（電子画像等による署名または原本の PDF でも

可）としてください。 
 
５． その他 

応募前に安全保障貿易管理について確認してください。特にユーザーリスト掲載機関

の研究者については検討段階で、輸出管理マネージャーに相談してください。 
採択された場合には事前確認表、チェックリストを提出いただくことになりますが、その

結果許可できない（辞退せざるを得ない）こともありますので、十分にご注意ください。 
＜安全保障貿易管理（安全保障輸出管理）学内サイト＞ 
http://kenkyo.office.uec.ac.jp/gakunai/anpo/index.html 
＜参考：外国ユーザーリスト（経産省サイト）＞ 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/EUL_3.pdf 


